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長岡市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１．～３．略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通坂之上町地区第一

種市街地再開発事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、図

書館機能を含む複合施設

を整備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、図書館機能の

導入により未来の長岡を支える

人づくり・学びの拠点を整備す

る事業。 

学びの場、憩いの場となる複

合施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

元産業の開発・研究・情

報発信等の拠点となる施

設を整備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、４大学１高専

等と連携した産業人の育成と産

業基盤の強化の拠点を整備する

事業。 

産業振興の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか歩行者誘導サイ

ン 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 長岡市 駅前という立地を生かし地域 ●支援措置  

１．～３．略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地 

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通坂之上町地区第一

種市街地再開発事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、図

書館機能を含む複合施設

を整備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、図書館機能の

導入により未来の長岡を支える

人づくり・学びの拠点を整備す

る事業。 

学びの場、憩いの場となる複

合施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

４年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

元産業の開発・研究・情

報発信等の拠点となる施

設を整備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、４大学１高専

等と連携した産業人の育成と産

業基盤の強化の拠点を整備する

事業。 

産業振興の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

４年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか歩行者誘導サイ

ン 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 長岡市 駅前という立地を生かし地域 ●支援措置  



2 

まちなか観光交流センタ

ー（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

区を訪れる観光客と地域

住民の交流を生み出す拠

点となる施設を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

の観光情報の提供や地域文化・

歴史の紹介、地元物産の紹介や

即売を行い、地区を訪れる観光

客と地域住民の交流を生み出す

拠点を整備する事業。 

観光交流の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、長

岡の歴史や文化、先人・偉

人を伝える場を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業で整備する場所は、長

岡市におけるまちづくりの精神

が生まれた国漢学校の跡地であ

ることから、長岡の歴史や文化、

先人・偉人を伝える場を整備す

る事業。 

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

●事業名 

すこやか・ともしびまつり

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

二十歳のつどい連携事業 

●内容 

多くの対象者が集う式典

の開催に併せ、対象者の希

望に沿ったお祝いイベン

トなどを実施する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

長岡市 二十歳のつどいの式典に併せ

て、事前に対象者にアンケート

を実施し、対象者が喜ぶお祝い

イベントなどを実施する事業。 

式典だけでなくまちなかで楽

しむ場を提供する本事業は、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４月

～令和６年３

月 

区域内 

（略） （略） （略） （略） （略） 

まちなか観光交流センタ

ー（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

区を訪れる観光客と地域

住民の交流を生み出す拠

点となる施設を整備する。

●実施時期 

令和３年度～７年度 

の観光情報の提供や地域文化・

歴史の紹介、地元物産の紹介や

即売を行い、地区を訪れる観光

客と地域住民の交流を生み出す

拠点を整備する事業。 

観光交流の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

４年度 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、長

岡の歴史や文化、先人・偉

人を伝える場を整備する。

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業で整備する場所は、長

岡市におけるまちづくりの精神

が生まれた国漢学校の跡地であ

ることから、長岡の歴史や文化、

先人・偉人を伝える場を整備す

る事業。 

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

４年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（４）略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

●事業名 

すこやか・ともしびまつり

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

二十歳のつどい連携事業 

●内容 

多くの新成人が集う成人

式の開催に併せ、お祝いア

トラクションやオープン

カフェなどを実施する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

長岡市 二十歳のつどいの式典に併せ

て、お祝いアトラクションやナ

カドマでのオープンカフェなど

を実施する事業。 

式典だけでなくまちなかで楽

しむ場を提供する本事業は、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４月

～令和６年３

月 

区域内 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

多世代交流拠点整備検討

調査事業 

●内容 

大手通坂之上町地区に導

入する公共施設の整備効

果を高める検討調査を行

う。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業において整備する図書

館等の事業効果を高めるため、

管理運営体制や導入機能の検討

調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益機

能の強化を図る本事業は、まち

を歩く人、まちで起業する人、

まちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（長岡市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

令和元年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

子育ての駅ちびっこ広

場・まちなか保育園の運営 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整 

備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、図

書館機能を含む複合施設

を整備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、図書館機能の

導入により未来の長岡を支える

人づくり・学びの拠点を整備す

る事業。 

学びの場、憩いの場となる複

合施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

元産業の開発・研究・情報

発信等の拠点となる施設

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、４大学１高専

等と連携した産業人の育成と産

業基盤の強化の拠点を整備する

事業。 

産業振興の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲）

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

多世代交流拠点整備検討

調査事業 

●内容 

大手通坂之上町地区に導

入する公共施設の整備効

果を高める検討調査を行

う。 

●実施時期 

令和元年度～２年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業において整備する図書

館等の事業効果を高めるため、

管理運営体制や導入機能の検討

調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益機

能の強化を図る本事業は、まち

を歩く人、まちで起業する人、

まちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（長岡市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

令和元年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

子育ての駅ちびっこ広

場・まちなか保育園の運営

（略） 

（略） （略） （略） 

 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、図

書館機能を含む複合施設

を整備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、図書館機能の

導入により未来の長岡を支える

人づくり・学びの拠点を整備す

る事業。 

学びの場、憩いの場となる複

合施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

４年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲）

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

元産業の開発・研究・情報

発信等の拠点となる施設

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業のうち、４大学１高専

等と連携した産業人の育成と産

業基盤の強化の拠点を整備する

事業。 

産業振興の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和２年度～

４年度 

 



4 

を整備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

る。 

●事業名 

多世代交流拠点整備検討

調査事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区に導

入する公共施設の整備効

果を高める検討調査を行

う。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業において整備する図書

館等の事業効果を高めるため、

管理運営体制や導入機能の検討

調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益機

能の強化を図る本事業は、まち

を歩く人、まちで起業する人、

まちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか観光交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

区を訪れる観光客と地域

住民の交流を生み出す拠

点となる施設を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 駅前という立地を生かし地域

の観光情報の提供や地域文化・

歴史の紹介、地元物産の紹介や

即売を行い、地区を訪れる観光

客と地域住民の交流を生み出す

拠点を整備する事業。 

観光交流の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業

（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、長

岡の歴史や文化、先人・偉

人を伝える場を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業で整備する場所は、長

岡市におけるまちづくりの精神

が生まれた国漢学校の跡地であ

ることから、長岡の歴史や文化、

先人・偉人を伝える場を整備す

る事業。 

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

 

●事業名 

市民活動フェスタの開催

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

長岡戦災資料館整備移転

事業 

長岡市 互尊文庫が移転した後の建物

へ、賃借している民間施設が手

狭になっている戦災資料館を移

転・拡充する事業。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

 

を整備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

る。 

●事業名 

多世代交流拠点整備検討

調査事業 

●内容 

大手通坂之上町地区に導

入する公共施設の整備効

果を高める検討調査を行

う。 

●実施時期 

令和元年度～２年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業において整備する図書

館等の事業効果を高めるため、

管理運営体制や導入機能の検討

調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益機

能の強化を図る本事業は、まち

を歩く人、まちで起業する人、

まちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

令和２年度 

 

●事業名 

ＮａＤｅＣ構想先行実施事業

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか観光交流センタ

ー（仮称）整備事業（再掲）

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、地

区を訪れる観光客と地域

住民の交流を生み出す拠

点となる施設を整備する。

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 駅前という立地を生かし地域

の観光情報の提供や地域文化・

歴史の紹介、地元物産の紹介や

即売を行い、地区を訪れる観光

客と地域住民の交流を生み出す

拠点を整備する事業。 

観光交流の拠点となる複合施

設を整備する本事業は、まちを

歩く人、まちで起業する人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

４年度 

 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業

（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街

地再開発事業において、長

岡の歴史や文化、先人・偉

人を伝える場を整備する。

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地再

開発事業で整備する場所は、長

岡市におけるまちづくりの精神

が生まれた国漢学校の跡地であ

ることから、長岡の歴史や文化、

先人・偉人を伝える場を整備す

る事業。 

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡市

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和３年度～

４年度 

 

●事業名 

市民活動フェスタの開催

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

 

新規追加 
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●内容 

互尊文庫が移転した後の

建物へ、資料館機能の移

転・拡充を行う。 

●実施時期 

令和４年度～令和７年度 

中心市街地における歴史文化

施設の拡充を図る本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

中心市街地地

区） 

●実施時期 

令和５年度～

７年度 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

互尊文庫移転事業 

（略） 

（略） （略）   

●事業名 

長岡戦災資料館移転事業 

●内容 

中心市街地内の新たな施

設整備等に合わせ、資料館

機能の移転・拡充を行う。 

●実施時期 

令和元年度～令和３年度 

長岡市 中心市街地で行われる新たな

施設整備等に合わせ、賃借して

いる民間施設が手狭になってい

る戦災資料館を移転・拡充する

事業。 

中心市街地における歴史文化

施設の拡充を図る本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

  

（略） （略） （略）   

 

６．略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

歩道の有効活用「まちカフ 

ェ」事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

若手商業者活動支援事業 

（再掲） 

●内容 

魅力ある中心市街地の商 

業、商店街を形成するた 

め、若手経営者などを対象 

に、活性化方策の検討等を 

行う。  

中心市街地

商業・商店

街活性化運

営委員会 

若手経営者や商店街未加入 

者などを対象に、商業関係の 活

性化方策を検討することによ

り、元気で魅力ある中心市街地

の商業・商店街を形成する事業。 

中心商店街の魅力の向上を図

る本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～ 

５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

互尊文庫移転事業 

（略） 

（略） （略）  

 

●事業名 

長岡戦災資料館移転事業 

●内容 

中心市街地内の新たな施

設整備等に合わせ、資料館

機能の移転・拡充を行う。

●実施時期 

令和元年度～ 

長岡市 中心市街地で行われる新たな

施設整備等に合わせ、賃借して

いる民間施設が手狭になってい

る戦災資料館を移転・拡充する

事業。 

中心市街地における歴史文化

施設の拡充を図る本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

  

（略） （略） （略）   

 

６．略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の経済活力の向 

上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略）  

●事業名 

歩道の有効活用「まちカフ

ェ」事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

若手商業者活動支援事業

（再掲） 

●内容 

魅力ある中心市街地の商

業、商店街を形成するた

め、若手経営者などを対象

に、活性化方策の検討等を

行う。  

中心市街地

商業・商店

街活性化運

営委員会 

若手経営者や商店街未加入 

者などを対象に、商業関係の 活

性化方策を検討することによ

り、元気で魅力ある中心市街地

の商業・商店街を形成する事業。 

中心商店街の魅力の向上を図

る本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～ 

４年度 
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●実施時期 

平成25年度～ 

る。 

●事業名 

長岡まつり平和祭・昼行事 

の開催（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか商店街賑わい創

出事業（再掲） 

●内容 

中心商店街の賑わい創出

のため、歩行者天国などの

イベントを開催する。 

●実施時期 

平成30年度～ 

長岡市商店

街振興組合

連合会 

中心市街地の賑わい創出に 

向けた集客策として、歩行者天

国やビアガーデン、お化け 屋敷

などのイベントを実施する事

業。 

賑わいの創出と商店街の活 

性化につながる本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症 

対応地方創生 

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～ 

５年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（４）略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなかレンタサイクル

事業 

（略） 

（略） （略）  

 

●事業名 

ノンステップバス等導入

事業 

●内容 

誰もが利用しやすい交通

環境のため、低床バス購入

費の一部を補助する。 

●実施時期 

平成 9年度～ 

越後交通

(株)、長岡

市 

高齢者や障がい者など、誰も

が利用しやすい交通環境を確保

するため、バス事業者に対し低

床バス購入費の一部を補助する

事業。 

来街者の利便性向上を図る本

事業は、まちを歩く人、まちに

集う若者の増加に寄与する。 

  

 

 

 

 

 

 

●実施時期 

平成25年度～ 

る。 

●事業名 

長岡まつり平和祭・昼行事

の開催（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略）  

●事業名 

まちなか商店街賑わい創

出事業（再掲） 

●内容 

中心商店街の賑わい創出

のため、歩行者天国などの

イベントを開催する。 

●実施時期 

平成30年度～ 

長岡市商店

街振興組合

連合会 

中心市街地の賑わい創出に 

向けた集客策として、歩行者天

国やビアガーデン、お化け 屋敷

などのイベントを実施する事

業。 

賑わいの創出と商店街の活 

性化につながる本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症 

対応地方創生 

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～ 

４年度 

 

（略） （略） （略） （略）  

（４）略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなかレンタサイクル

事業 

（略） 

（略） （略）  

 

●事業名 

ノンステップバス等導入

事業 

●内容 

誰もが利用しやすい交通

環境のため、低床バス改造

費の一部を補助する。 

●実施時期 

平成 9年度～ 

越後交通

(株)、長岡

市 

高齢者や障がい者など、誰も

が利用しやすい交通環境を確保

するため、バス事業者に対し低

床バス改造費の一部を補助する

事業。 

来街者の利便性向上を図る本

事業は、まちを歩く人、まちに

集う若者の増加に寄与する。 
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◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

●まちなか図書館（仮称）整備事業 

●産学連携情報交流センター（仮称） 

整備事業 

●多世代交流拠点整備検討調査事業 

●まちなか観光交流センター（仮称） 

整備事業 

●歴史人物史展示整備事業 

●長岡駅東口エレベーター

更新事業 

●まちなか賑わい創出事業 

●多世代健康まちづくり事業 

●高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補

助事業 

●空き家対策事業 

●越後長岡美酒めぐり事業 

●米百俵まつりの開催 

●長岡まつり平和祭・昼行事の開催 

●五十六まつり事業 

●まちなか商店街賑わい創出事業 

●個別商店街の活性化事業 

●バスケによるまちづくり事業 

●多文化共生推進事業 

●若者の出会い・交流促進事業 

●「長岡芸術工事中」の開催 

●若者提案プロジェクト実現事業 

●ノンステップバス等導入事業 

●大規模小売店舗立地法特例区域の設

定（一種、二種） 

●トモシア交流支援事業 

●長岡戦災資料館移転事業 

●露天市場管理運営事業 

（五・十の市） 

●まちなか歴史館めぐり事業 

 対象施設： 

●アオーレ長岡活用事業 

●ナカドマ活用事業 

●市民活動フェスタの開催 

●のもーれ長岡事業 

●長岡産食材マルシェ事業 

●すこやかともしびまつり事業 

●成人式連携事業 

●長岡しごと体験ランド事業 

●まちなか美術展覧会事業 

●共通駐車券・お買物バス券事業 
●中心商店街 100 円駐車場運営事業 
●商店街ライトアップ促進事業 
●若手商業者活動支援事業 
●商業環境施設整備事業 
●中心市街地活力再生事業 
●中心市街地活性化調査・検証事業 

●学生交流「ちょい乗りバス券」 
実証実験事業 

●まちなか居住区域定住促進事業 
●長岡まちなかリノベーション推進事業 

ハード核事業 

ソフト核事業 

全 71 事業 新規事業（23 事業）、継続事業（48 事業） 

●歩道の有効活用 

「まちカフェ」事業

●若者のまち居場所づくり推進事業 ①

●ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

●ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

●若者チャレンジショップ事業 

●学生起業家育成事業 

●米百俵プレイス ミライエ長岡

子どもラボプログラム実施事業

●長岡駅東口地区 

公共施設整備検討事業

●子育ての駅ちびっこ広場駐車料金負担軽減事業 

●子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園事業 

●まちなかキャンパス長岡事業

ｱｵｰﾚ長岡 

●まちなかレンタサイクル事業

●まちなか建物更新等支援事業 
●駐車場案内システム改善事業 
●店ちか駐輪場設置社会実験事業 
●まちなか公共サイン整備事業 
●歩行者通行量画像解析カメラ整備 
事業 

●まちなか歩行者誘導サイン整備社
会実験事業 

●互尊文庫移転事業 

●大手通界隈Ｄ（城内町１丁目）地区 

優良建築物等整備事業 

●まちなかゲストハウス

整備事業 

●若者のまち居場所づくり推進事業 ②

●明治公園整備事業 

 

 

 

●大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

●まちなか図書館（仮称）整備事業 

●産学連携情報交流センター（仮称） 

整備事業 

●多世代交流拠点整備検討調査事業 

●まちなか観光交流センター（仮称） 

整備事業 

●歴史人物史展示整備事業 

●長岡駅東口エレベーター

更新事業 

●まちなか賑わい創出事業 

●多世代健康まちづくり事業 

●高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補

助事業 

●空き家対策事業 

●越後長岡美酒めぐり事業 

●米百俵まつりの開催 

●長岡まつり平和祭・昼行事の開催 

●五十六まつり事業 

●まちなか商店街賑わい創出事業 

●個別商店街の活性化事業 

●バスケによるまちづくり事業 

●多文化共生推進事業 

●若者の出会い・交流促進事業 

●「長岡芸術工事中」の開催 

●若者提案プロジェクト実現事業 

●ノンステップバス等導入事業 

●大規模小売店舗立地法特例区域の設

定（一種、二種） 

●トモシア交流支援事業 

●長岡戦災資料館移転事業 

●露天市場管理運営事業 

（五・十の市） 

●まちなか歴史館めぐり事業

 対象施設： 

●アオーレ長岡活用事業 

●ナカドマ活用事業 

●市民活動フェスタの開催 

●のもーれ長岡事業 

●長岡産食材マルシェ事業 

●すこやかともしびまつり事業 

●成人式連携事業 

●長岡しごと体験ランド事業 

●まちなか美術展覧会事業 

●共通駐車券・お買物バス券事業 
●中心商店街 100 円駐車場運営事業 
●商店街ライトアップ促進事業 
●若手商業者活動支援事業 
●商業環境施設整備事業 
●中心市街地活力再生事業 
●中心市街地活性化調査・検証事業 

●学生交流「ちょい乗りバス券」 
実証実験事業 

●まちなか居住区域定住促進事業 
●長岡まちなかリノベーション推進事業

ハード核事業 

ソフト核事業 

全 72 事業 新規事業（24 事業）、継続事業（48 事業） 

●歩道の有効活用 

「まちカフェ」事業 

●若者のまち居場所づくり推進事業 ① 

●ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

●ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

●若者チャレンジショップ事業 

●学生起業家育成事業 

●米百俵プレイス ミライエ長岡

子どもラボプログラム実施事業 

●長岡駅東口地区 

公共施設整備検討事業

●子育ての駅ちびっこ広場駐車料金負担軽減事業 

●子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園事業 

●まちなかキャンパス長岡事業 

ｱｵｰﾚ長岡 

●まちなかレンタサイクル事業

●まちなか建物更新等支援事業 
●駐車場案内システム改善事業 
●店ちか駐輪場設置社会実験事業 
●まちなか公共サイン整備事業 
●歩行者通行量画像解析カメラ整備 

事業 
●まちなか歩行者誘導サイン整備社

会実験事業 

●互尊文庫移転事業 

●大手通界隈Ｄ（城内町１丁目）地区 

優良建築物等整備事業 

●まちなかゲストハウス

整備事業 

●若者のまち居場所づくり推進事業 ② 

●明治公園整備事業 

●長岡戦災資料館整備移転事業 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）～（２）略 

（３）協議会開催状況 

①～㊴略 

㊵令和５年１月 20 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

㊶令和５年６月 30 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

（４）～［３］略 

 

１０．～１２．略  

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）～（２）略 

（３）協議会開催状況 

①～㊴略 

㊵令和５年１月 20 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

㊶新規追加 

 

（４）～［３］略 

 

１０．～１２．略 

  

 


